
 

 

 

議案第52号 

 

 

 

 

守口市生涯学習情報センター条例の一部を改正する条例案 

 

 

 

 

 守口市生涯学習情報センター条例の一部を改正する条例を、次のよ

うに制定する。 

 

 

 

平成25年９月19日提出 

 

 

 

守口市長 西  端  勝  樹  

 

 

 

 

 

 

 

 

記 

 



 

 

 

守口市生涯学習情報センター条例の一部を改正する条例 

 

 守口市生涯学習情報センター条例（平成５年守口市条例第９号）の

一部を次のように改正する。 

 

 第５条、第６条及び第８条中「一に」を「いずれかに」に改める。

 別表第１イベントホールの項中「土曜日、日曜日」を「日曜日、土

曜日」に改め、同表ギャラリーの項中「金曜日、土曜日、日曜日」を

「日曜日、金曜日、土曜日」に、「20,400」を「14,570」に、「26，

500」を「18,930」に、「13,600」を「9,710」に、「17,700」を「12,

640」に改め、同表の備考５中「欄」を「項」に改める。 

 

附 則 

 この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

 


